
工事費内訳書における労務費等の記載について 

令和 8年 5月 

入札時に提出する工事費内訳書に労務費等の記載を義務化します。 

 

改正「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の全面施行（令和7年12月12日）にともない、 

〇令和８年６月１日以降に入札公告又は指名通知する建設工事については、経費「材料費、労務費、法定福利

費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費」を記載した工事費内訳書を提出してください。 

 

○ 令和８年９月１日以降に入札公告又は指名通知する建設工事については、５項目全ての経費の記載が無い場

合は入札を無効とすることがあります。 

※ 周知期間の暫定措置として、令和８年８月３１日までに入札公告又は指名通知する建設工事については、当

改正の記載事項の記載がない場合でも入札を無効としないこととします。 

※ 当改正の記載事項以外で内訳書の不備があった場合は、従前通り無効とします。 

 

----（土木工事の内訳書例）--------------------------------------------------------------------------- 

住所又は所在地 〇〇〇〇〇 

氏名又は名称   〇〇〇〇〇 

                                  代 表 者 名   〇〇〇〇〇 

工事費内訳書 

工  事  名： 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇工事 

工事費内訳書： 

工  種  等 金  額   （円） 

本工事費     

〇〇工 a   円  

〇〇工 b   円  

〇〇工 c   円  

〇〇工 d   円  

        

直接工事費  (a～d)  A   円  

うち材料費   円 

うち労務費   円 

共通仮設費       B   円  

現場管理費 C   円  

うち法定福利費の事業主負担額   円 

うち建退共制度の掛金   円 

一般管理費 D   円  

工事価格   (A+B+C+D)   円  

うち安全衛生経費  円 

「材料費」及び「労務費」を記

載してください。市場単価方式

や標準単価方式等による算出等

により算出困難な場合は「算出

不能」や「一部計上不可」等、

その旨がわかるように記載して

ください。 

建設業退職金共済制度以外の退

職金制度の場合は、「－」と記

載してください。 



 

 

----（建築工事の内訳書例）--------------------------------------------------------------------------- 

住所又は所在地 〇〇〇〇〇 

氏名又は名称   〇〇〇〇〇 

                                  代 表 者 名   〇〇〇〇〇 

工事費内訳書 

工  事  名： 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇工事 

工事費内訳書： 

工  種  等 金  額   （円） 

本工事費     

〇〇工 a   円  

〇〇工 b   円  

〇〇工 c   円  

〇〇工 d   円  

        

直接工事費  (a～d)  A   円  

うち材料費   円 

うち労務費   円 

共通仮設費       B   円  

現場管理費 C   円  

うち建退共制度の掛金   円 

工事原価のうち現場労働者の 

法定福利費の事業主負担額 
  円 

工事原価のうち 

安全衛生経費 
   

一般管理費 D   円  

工事価格   (A+B+C+D)   円  

 

 

 

 

問い合わせ先 

関市役所 財務部契約検査課 契約係 

電話 0575-23-7717 

FAX 0575-23-7747 

 

建設業退職金共済制度以外の退

職金制度の場合は、「－」と記

載してください。 

「材料費」及び「労務費」を記

載してください。市場単価方式

や標準単価方式等による算出等

により算出困難な場合は「算出

不能」や「一部計上不可」等、

その旨がわかるように記載して

ください。 


